
未来ちゃん 情 局報

問 

健
康
福
祉
課 

高
齢
者
女
性
係 

☎
６
５
・
１
０
０
１

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す

女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日

お知らせ
　

11
月
25
日
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
」
に
合

わ
せ
て
、
11
月
12
日
㈯
か
ら
11
月
25
日
㈮
ま
で
「
女
性
に

対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
12
日

に
は
女
性
に
対
す
る
暴
力
根
絶
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
パ
ー

プ
ル
リ
ボ
ン
に
ち
な
ん
で
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
な
ど
を

紫
色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
す
る
、「
パ
ー
プ
ル
・
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
身
近
な
場
所
で
「
パ
ー
プ
ル
・
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
」
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
・
性
犯
罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、

売
買
春
、
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等

は
女
性
に
対
す
る
暴
力
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
も

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
被
害
を
受
け
た
場
合
は
、
ひ
と
り

で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】

　

〇
恋
人
や
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
関
す
る
相
談

　
　

・
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
（
電
話
相
談
）　

☎
＃
８
０
０
８

　
　

・
Ｄ
Ｖ
相
談
プ
ラ
ス
（
電
話
・
メ
ー
ル
・
チ
ャ
ッ
ト

　
　
　

相
談
）　

☎
0
１
２
０
・
２
７
９
・
８
８
９

　

※
メ
ー
ル
及
び
チ
ャ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
Ｄ
Ｖ

　
　

相
談
プ
ラ
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

〇
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
に
関
す
る
相
談

　
　

・
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

　
　
　

支
援
セ
ン
タ
ー
（
電
話
相
談
）　

☎
＃
８
８
９
１

　
　

・
性
暴
力
に
関
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談　
「Cure tim

e

」
で

　
　
　

検
索

　

〇
性
犯
罪
被
害
相
談
窓
口
（
警
察
窓
口
）  

☎
＃
８
１
０
３

問 

保
険
環
境
課 

生
活
環
境
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

野
外
焼
却
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
！

野
外
焼
却
に
つ
い
て
の
お
願
い

お知らせ
　

野
外
等
で
廃
棄
物
を
ド
ラ
ム
缶
で
焼
却
す
る
行
為
や
、

直
接
地
面
で
焼
却
す
る
行
為
な
ど
、「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
廃
棄
物
処
理
法
）」
の
処
理
基

準
に
従
わ
な
い
焼
却
行
為
は
、
廃
棄
物
処
理
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

庭
先
の
た
き
火
や
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
日

常
生
活
を
営
む
上
で
行
わ
れ
る
軽
微
な
も
の
は
、
例
外

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
で
も
生
活

環
境
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
悪
臭
や
煙
害
に
よ
り

近
隣
の
方
か
ら
苦
情
が
来
る
よ
う
な
場
合
は
、
中
止
し

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問 

建
設
事
業
課 

管
理
鉱
害
係 

☎
６
５
・
３
３
３
０

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
の
一
部
を
補
助

　

桂
川
町
で
は
、
地
震
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊

に
よ
る
被
害
防
止
や
、
避
難
路
を
確
保
す
る
た
め
、
危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う
場
合
に
、
撤
去
費

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
所
有
者

【
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
】

①
町
内
の
道
路
に
面
し
た
道
路
か
ら
の
高
さ
が
１
ｍ

以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

②
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
組
積
造
（
れ

ん
が
造
、
石
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
等
）

の
塀
及
び
門
柱
で
あ
る
こ
と

③
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
調
査
を
行
い
、
町
で
定
め
た
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
診
断
カ
ル
テ
の
点
数
が
40
点
未
満

の
も
の

【
補
助
金
額
】

　

撤
去
費
用
の
３
分
の
２
（
上
限
16
万
円
）

　

※
補
助
は
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
で
受
け
付
け

【
注
意
事
項
】

　

◇
補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
、
町
と
の
事
前
協
議
が

　

必
要
で
す
。

　

◇
補
助
金
を
申
請
す
る
場
合
は
、
工
事
の
契
約
や
着

工
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
の
一
部
を
補
助

補助金

9 頁 令和 4 年 . 広報けいせん 11 月 


